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第24期 第15回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和3年9月30日（木）13時30分、第15回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階議場に招

集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  現況証明願による専決処分について 

日程第4  報告第2号  農地法第3条の3の届出による専決処分について 

日程第5  報告第3号  賃貸借の合意解約について 

日程第6  議案第1号  現況証明願について 

日程第7  議案第2号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第8   議案第3号  現地調査委員の指名について 

日程第9   その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員  2番 宮北  輝 委員   3番 佐藤 芳之介 委員 

4番 佐々木 珠惠 委員 5番 安宅 一夫 委員  6番 塚本 能信 委員   

7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員 坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員  

森越 信幸 委員 山田 智美 委員 

 

４ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 遠藤 智  主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   土居 裕之  主事  門間 亮太 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

茶 木 委 員 

議 長 

宮 北 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第14条

の規定により2番 宮北委員、3番 佐藤委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和3年9月30

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「現況証明願による専決処分について」＞ 

報告第1号「現況証明願による専決処分について」を議題といたします。事務局から、報

告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：報告第2号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」＞ 

報告第2号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。茶木委

員どうぞ。 

すべて相続による所有権移転なので、問題ないと思います。 

他に何かございませんか。宮北委員どうぞ。 

茶木委員の言う通り、相続による所有権の取得ということで問題ないと思っていますが、

相続人が農業者なのか、また、相続した土地が現況どのように使われているのか教えてくだ

さい。 

番号1から番号6までございますが、すべて相続人につきましては農業者ではございませ

ん。番号1から番号4につきましては、被相続人が同じ人でございますが、兄弟姉妹で相続

された案件になっております。この土地は家周りの農地となっておりまして、親族が管理し

ていましたが、相続後も親族が管理するという現状でございます。番号5につきましては、

○○○に在住で北海道におりませんが、現在は公社経由で○○○○○○に一部賃貸しており

まして、残りの農地は親族で管理しているということでございます。番号6につきましては、

一部について○○○○が賃貸してございます。また一部については○○○○や親族が管理す

るということです。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第2号は、報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第5：報告第3号「賃貸借の合意解約について」＞ 

報告第3号「賃貸借の合意解約について」を議題といたします。事務局から、報告案件の

朗読をお願いいたします。 



- 3 - 
 

事 務 局 

議 長 

佐々木委員 

事 務 局 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

安 宅 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

 

議 長 

茶 木 委 員 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。佐々木委員どうぞ。 

借主と今後の土地の利用について何か情報がありますか。 

このあと、議案第2号にてご審議いただきますが、売買によって農地を取得する予定とな

っております。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第3号は、報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第3号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第6：議案第1号「現況証明願について」＞ 

議案第1号「現況証明願について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願

いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調査が

実施されていますので、安宅委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

 令和3年9月14日、現況証明願による現地調査を塚本委員、宮北委員、私の3名で実施

しましたので、結果についてご報告いたします。 

番号1、○○○○○願出地ですが、場所は○○○○、○○○○○○○○○○○を○○○○

○○○に左折し、100mほど進んだ先、右手に位置する土地でございます。 

この土地については平成 23 年度に耕作放棄地全体調査により非農地通知書が発出されて

います。現地の状況は、非農地と判断された当時と変わっていないことを確認し、「非農地」

と認定いたしました。 

以上、現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。それでは質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第1号は提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第1号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第7：議案第2号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第2号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。番号1につきましては、宮北委員が議事参与の制限の対象と

なりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（宮北委員退席） 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。茶木委員どうぞ。 

番号1は、今まで賃貸していた畑を売買ということでしょうか。 

茶木委員のおっしゃるとおり、現在まで○○○○○○○○○○と○○○○の間で、賃貸契

約がされている状態でございます。現在まで賃貸借契約がありますので、合意解約をせずに

そのまま売買ということになっております。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号1は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号1は、提案のとおり決定いたしました。ここで宮北委員の除

斥を解きます。暫時休憩いたします。 



- 4 - 
 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（宮北委員着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号2から番号5について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号2から番号5については、提案のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号2から番号5については、提案のとおり決定いたしました。 

以上で議案第2号は、すべて提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第8：議案第3号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第3号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第5条の規定により、私から指名いたします。7番 三

戸委員、1 番 茶木委員、3 番 佐藤委員、調査補充委員として、4 番 佐々木委員を指名

いたします。 

 

＜日程第7：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1 点目、次回の第 16 回農業委員会総会につきましては、

令和3年10月26日火曜日、午後1時30分から北広島市役所5階議場で予定をしておりま

す。2 点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。8 月・9 月につきましては記

載のとおりでございます。10月25日月曜日につきましては、北海道農業会議第6回常設審

議委員会がかでる2・7で午後1時30分から開催されます。現時点では会長に出席していた

だく予定となっております。26日火曜日は第16回農業委員会総会を実施いたします。3点

目でございます。次回現地調査委員会の日程でございます。先ほど3名の委員にお願いしま

したが、事務局の案といたしましては、10月14日木曜日午前9時00分からとしたいと考

えておりますが、指名のありました委員3名のご都合はいかがでしょうか。それでは10月

14日午前9時00分からよろしくお願いいたします。続きまして、農地利用状況調査の実施

について、並びに別段面積の設定につきまして、事務局から説明させていただきます。 

利用状況調査につきまして、先月資料等をお送りいたしましたが、今年度調査要領等の変

更があり、調査方法につきましても昨年と変更となりますので、ご説明させていただきます。 

昨年度までは推進委員の皆様に現地を見て判断いただき、その後非農地と判断された箇所

については農業委員の皆様にもご確認いただいておりました。その後 11 月総会に農地・非

農地の決定を行い、利用意向調査又は非農地通知を発送しておりました。 

しかし、今年度からは、農地・非農地の判断を調査後直ちに行う、とされたことから、先

日議案書とともに通知文を送らせていただきましたが、調査委員を推進委員、農業委員と分

けるのではなく、推進委員、農業委員合わせた地区担当委員として担当地区の農地の状況を

判断いただきたいと思います。 

その後、事務局の方で精査し、総会にて農地・非農地の決定をしていただき、速やかに利

用意向調査及び非農地通知を発出いたします。 

10 月から随時現地確認を行ってまいりますので、お忙しい時期ではございますが、ご対

応のほどよろしくお願いいたします。農地利用状況調査につきましては以上です。 

続きまして、農地法第3条の下限面積設定の検討について説明させていただきます。下限

面積につきましては、一定以上の経営規模でなければ農業経営が安定しないということで定

められている許可要件で、北海道は2ヘクタールでございます。 

面積設定につきましては、必要と判断した時に下限面積の設定について検討するものとさ

れており、最新の検討結果（平成 28 年度）について、市ホームページにて公表しておりま

す。前回の検討から5年経過していることから、農林業センサスなどを参考に検討資料を作

成したものであります。 
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議 長 

設定の目的と基準については、大きく分けて2つあります。 

まず、農地法施行規則第17条第1項、平均的な経営面積が小さい地域は、地域の実情に

応じて下限面積を引き下げることができる、という規定です。これにつきましては、別段面

積未満の農地を耕作する者の数が4割を下回らないようにと記載されております。別段面積

より規模の大きい農家が6割以上となるように定めなければならない、ということでござい

ます。北広島市の経営規模につきましては、経営規模別の農家数と面積割合から、2ヘクタ

ールの少し上が北広島市の経営規模4割の境目になる部分で、2ヘクタールを上回っており

ますので第1項の規定には該当しないことになります。 

第2項につきましては、農地の遊休化が深刻な状況にあり、特に新規就農を促進しなけれ

ば農地の有効利用が図られないと判断される場合、任意の面積で設定が可能であるという規

定でございます。判断材料として、昨年度の北広島市の遊休農地の現状を記載しております。

昨年皆様に調査していただいた結果を取りまとめたもので、地区別に農地面積、遊休農地面

積とその割合を記載しております。昨年度は再生利用が可能な農地の面積が約0.4ヘクター

ル、再生利用が困難な農地の面積が約39.2ヘクタールでした。 

以上を踏まえ、下限面積を下げた時に考えられる影響や良い面、悪い面を比較検討しなが

ら、設定するか、しないかを判断していただくのですが、資料にあるとおり、規則第1項に

つきましては平均規模が2ヘクタール以上の農家数が6割を超えているということで該当し

ない、規則第2項につきましては、遊休農地が1筆しかなく、再生利用が困難な遊休農地が

多数存在しておりますが、かなり条件の悪い農地が多いので設定の必要がないものでありま

す。 

したがって、下限面積の検討要件に該当しないことから、今回下限面積の設定はしないも

のとして、報告をさせていただきます。なお、参考までに管内の市町村の状況も載せており

ます。 

現在、農地の利用状況調査を行っておりますが、その結果、下限面積検討要件を満たせば、

今後下限面積の設定の検討を行うこともあるかと思いますので、その際には先に皆様に説明

をさせていただき、総会でお諮りして決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。別段面積の設定については以上です。 

追加ですが、例年11月から12月の間に北海道農業会議が主催しております、地区別農業

委員・農地利用最適化推進委員等研修会につきましてでございます。 

今年度につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により中止という連絡がござい

ました。研修会で使用する予定だった資料は 10 月中旬を目途に各農業委員会へ送付すると

のことでした。届きましたら皆様へお渡しいたしますので、よろしくお願いいたします。以

上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。なければ以上をもちまして第 15 回北広島市農業

委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 14時 05分） 
 
 
 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 
 
令和  年  月  日   

 
 
 

    
議 長 

  
署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


